
地方における若者の修学・就業の促進に向けて －地方創生に資する大学改革－ポイント

(1)地方の特色ある創生のための地方大学の振興 (2) 東京の大学の定員抑制、地方移転

(3) 地方における若者の雇用の創出

文部科学省「学校基本統計」をもとに作成

○ 地方大学は、「総花主義」から脱却し、日本全国の若者や

海外からの留学生を惹きつけるような、特色のある「キラリと

光る地方大学づくり」を進める。

○ 国の基本方針を踏まえ、首長のリーダーシップの下で、組

織レベルでの持続可能な産官学のコンソーシアムを構築し、

地域の中核的な産業振興や専門人材育成などの計画を策

定する。

そのうち、有識者の評価を経て、地方創生の優れた事業と

して国が認定したものに対しては、新たな交付金により重点

的に支援する。

○ 東京圏や地方の大学の学生が相互に対流・交流する取組

を促進する。

○ 地域に貢献する大学を目指し改革を進める地方私立大学

を支援する。

○ 東京圏の大学による地方のサテライトキャンパスの設置（廃校舎

等の活用を含む）を推進する。

○ 若者等の起業への支援や地域の特性に応じた「働き方改革」など、魅力のある良質な雇用機会を創出・確保する。

○ 地方拠点強化税制の拡充による本社機能の地方移転等を推進するとともに、地方での積極的な採用活動を促進する。

○ 企業を知る機会の提供、早い段階からの職業意識形成に取り組む。

○ 奨学金返還支援制度の全国展開や地方創生インターンシップの推進など、学生等の地方還流を促進する。

○ 今後18歳人口が大幅に減少

する中、近年学生数の増加が

著しい東京23区においては、

原則として大学の定員増を認

めないこととする。

地方圏での若者の減少や、東京一極集中が進む中、地方大学の振興など、地方における若者の修学・就業の促進に向けた
取組を継続的かつ総合的に実施していくために、立法措置により、抜本的な対策を講じる。

○ その際、東京の国際都市化に対応する場合や若者の東京圏への

転入増加につながらない場合等のように、真にやむをえない場合は

例外扱いとする。

（例外の具体例）
・留学生や社会人の受入れ
・スクラップ・アンド・ビルドを前提とした新たな学部等の設置
・収容定員増等について、投資と機関決定等を行っている場合

平成29年12月８日 地方大学の振興及び若者雇用等に関する有識者会議


